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総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 

 第６回放射線管理小委員会 

議事録 

 

日   時：平成 22 年 11 月 30 日（火）15:30 ～17:30 

場   所：経済産業省別館 5 階第 526 会議室  

 

 

出席者 

石榑委員長 

委員： 

飯田委員、石島委員、田上委員、東嶋委員、竹下委員、本間委員 

 

オブザーバー：  

関西電力 黒田放射線管理Ｇﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ、新金属協会 池田加工部会長、日本原子力開発機  

構 古田放射線管理部長  

 

 

議事  

○生越技術基盤課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第６回「放射線管理小委員

会」を開催いたします。  

 委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 それでは、石榑委員長よろしくお願いいたします。  

○石榑委員長 それでは、私の方で議事を進めてまいりたいと思います。  

 最初に定足数の確認と資料の確認をよろしくお願いいたします。  

○生越技術基盤課長 総合資源エネルギー調査会運営規程上、定足数は全委員のうち専門委員を除

く過半数、10 名中の 6 名となってございます。本日は内田委員、杉浦委員、本間委員が御欠席で、

竹下委員は尐々遅れて御出席いただけるという連絡をいただいております。それから、甲斐委員も

御出席の御連絡をいただいておりますが、今はまだいらっしゃっていないようでございます。今こ

の状態でも委員の皆様は６名ということで、過半数を満たしてございますので、有効に成立すると

いうことでございます。  

 それから、オブザーバーの方で、皆様にお配りしている座席表で東京電力の鈴木様となってござ

いますところ、本日は関西電力の原子力事業本部放射線管理グループチーフマネージャーの黒田様
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にお越しいただいていますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、引き続き、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の資料一覧をごらんいただ

きながら御確認いただければと思います。  

 資料１としまして「我が国の実用発電用原子炉施設の集団線量の現状と低減化に向けて（案）」

ということで、報告書の案の資料でございます。  

 資料２－１といたしまして「原子力施設に係る平成 22 年度上期放射線管理等報告について」。  

 資料２－２といたしまして「再処理施設に係る平成 22 年度第２四半期環境放射線管理報告につ

いて」。  

 以上でございます。  

 また、委員の皆様のテーブルの上には審議の参考にしていただくために、原子炉等規制法など関

係法令の法令集を置かせていただいておりますので、適宜御参照いただければと思います。  

○石榑委員長 どうもありがとうございました。  

 資料の過不足はよろしいでしょうか。  

 よろしければ、前回第５回の議事録についてでございますが、これは現在委員の皆様に確認中と

いうことでお願いしているところでございます。したがいまして、前回の議事録と今回第６回の議

事録と併せて次回の小委員会で御確認をいただくことにさせていただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。  

 それでは、本日の審議に入りたいと思います。  

 まずは議題「（１）実用発電用原子炉施設の集団線量について」でございます。これについては、

前回事務局から提案いただきました報告書（案）について御議論いただきました。今回は前回の委

員会で皆様からいただきましたコメントや委員会後に更にいただいたコメントを踏まえて、我が国

の実用発電用原子炉施設の集団線量の現状と低減化に向けてについて事務局で改めて整理をして

いただいております。これについて本日御審議をいただければと思いますので、事務局から資料１

について御説明をよろしくお願いいたします。  

○生越技術基盤課長 それでは、資料１を御説明させていただきます。  

 先ほど委員長からも御紹介がございましたように、17 日に御審議いただきまして、それを基に修

正をさせていただきました。  

 まず最初に、資料のタイトルをごらんいただきますと、前のときには「集団線量の現状と放射線

防護の最適化に向けて」というタイトルでございました。こちらにつきましては、御意見の中の１

つといたしまして、もともと原子力安全・保安部会からこちらでの審議の内容ということで提示い

ただいていたものに「低減」という言葉も入ってございましたので、ここではそういったタイトル

の方がよろしいのではないかという御指摘もあり、報告書のタイトルを変えさせていただいてござ

います。ただ、報告書の中身につきましては、これまで御審議いただきました内容を踏まえており、

大きく変えているところではございません。  

 １枚めくっていただきまして「目次」でございます。こちらは 17 日、前回の委員会の御審議の

ときと比較しますと、前回はいろいろ御議論いただきました「分析の総括」という章を今回お示し



 

3 

 

しているものではなしにしまして、もともと総括の章に書いてございました中身のうち分析のまと

めに相当するものは、それぞれの分析の項目に移動いたしました。総括の章に書いてございました

今後に向けての提言などに関係するところは、ここの目次で申し上げますと「Ⅳ．今後の対応につ

いて」に移動させていただきました。  

 その関係で「Ⅳ．今後の対応について」のところは、その中の項目といたしまして、１つ目に「１．

被ばく低減のための取組について」というものを新たに起こしまして、その中にもともと総括の章

に入っていたことを中心に、そちらに盛り込むというふうにさせていただいてございます。  

 １ページの「Ⅰ．はじめに」でございます。こちらの方は特段の修正はございませんので、説明

は割愛させていただきます。  

 ２ページ目の「Ⅱ．集団線量について」でございます。こちらの方も大きな書きぶりは、変更ご

ざいません。これまで我が国が取り組んできたこと、それによって集団線量がどのように変化した

かということで、ここは尐し読み物調に記述をさせていただいており、最後のところでデータをお

示しして、そのデータの紹介ということで、このデータはＯＥＣＤ／ＮＥＡのＩＳＯＥのデータか

ら導いたものであるということを書いてございます。  

 ここでＯＥＣＤ／ＮＥＡとＩＳＯＥの説明につきましては、以前は本文に注釈を書いてございま

したが、後ろの用語集にまとめさせていただきました。  

 ３ページ「２．集団線量の分析に当たって」ということで、集団線量を３つの因子に分けて分析

していくところも基本的に内容を変えてございません。この表現ぶりにつきましてはいろいろ御指

摘をいただきまして、それを踏まえて修正をさせていただいているところでございますが、基本的

な中身は同じでございます。  

 「（２）分析データと分析項目」でございます。前はＩＳＯＥの説明が最初にありましたけれど

も、用語集の方に移してございます。この辺りに書いてございます中身や順番もそれほど大きくは

変えていないところでございます。  

 ３ページの下の方の「イ．ＩＳＯＥデータの特徴」のところで、もともとあった書きぶりを直す

ということに加え、４ページ目の上１行目から２行目にかけての「また」で始まる文章では、デー

タの品質に関する記載がなされていないということを御意見としていただきましたので、ここに入

れさせていただいてございます。  

 「ウ．ＩＳＯＥデータによる集団線量」ということで、こちらにつきましても表現の修正は若干

ございましたけれども、基本的に同じ中身でございます。  

 「②国内データ」のところも同様でございます。  

 「③分析項目」のところは、その後の分析項目のリストということで書かせていただいてござい

ます。  

 ５ページの「３．集団線量の分析」でございます。ここの説明ぶりにつきましても若干の語句の

修正などはさせていただき、表現の適正化を図ったというところでございます。基本的な流れは変

わってございません。  

 あと、前のときには次の６ページにあるグラフが２ページにわたって書いてあったりして見にく
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かったところもございましたので、１ページに収まるように直している関係で、５ページの下が空

いてございます。  

 ７ページ「（２）集団線量と定期検査」ということで、日本の場合には集団線量の寄与が大きい

要素ということで、定期検査における集団線量の比率が高いことをここで書かせていただいていま

す。ここの構成も基本的には変わってございませんが、こちらも一部単語とか表現などの見直しを

してございます。  

 「（３）集団線量を構成する３つの因子」ということで、まず１つ目「ア．作業場所の環境線量

率」です。環境線量率あるいは言葉の統一がされていなかったので、これ以降で統一するようにし

てございます。ＢＷＲとＰＷＲにおきまして、集団線量への寄与の高い部位を選定して比較したと

いうことで、集団線量への寄与が高いのはどういうことかを７ページの下の脚注２のところで書い

てございます。集団線量は原子炉格納容器内での作業で占める割合が大きいということで、ＢＷＲ

においてはここで取り上げました原子炉冷却材浄化系配管だとか、環境線量率に対して支配的にな

っているということを説明させていただいてございます。  

 「分析結果の概要」も前回と同様で、データの数が尐ないので結論づけはなかなか難しいところ

ではございますけれども、諸外国との間で大きな差はないのではないかということで書かせていた

だいており、グラフは８ページの上の方にございます。前回のグラフにつきましては、海外と日本

のグラフ、ちょうど最大、最小を表す分布の棒が重なって書いてあって見にくいところもございま

したので、分けて見やすくしたということでございます。  

 ８ページのｂ．でＰＷＲについても同様に蒸気発生器の関係の部位を選んで分析をして、こちら

につきましても、我が国は諸外国より、比較したものに限って言えば良好であるということが認め

られたと書いてございます。  

 ９ページのところで、下の「イ．運転サイクルと環境線量率」の記述でございます。こちらにつ

きましては、内容は前回と基本的に同じでございますけれども、前回ごらんいただいたものですと、

イの２つ目の段落のところで、放射性コバルトが増加するという報告につきまして、国際会議のこ

とも本文の中で言及してございましたが、脚注に説明を移しまして、読みやすくするようにしてご

ざいます。  

 この辺りの書きぶりは基本的に同じで、学会に報告されているデータがある一方で、ＩＳＯＥの

データで比較した場合には、10 ページでございますけれども、必ずしもその関係がはっきり見られ

ないということで、環境線量率への影響は今後注視すべき課題としてございます。  

 「ウ．まとめ」とございます。ここのまとめ部分が 17 日の委員会では総括のところに書いてあ

ったものでございます。基本的にそのものをここに移しており、書きぶり、表現ぶりの修正は尐し

ございますけれども、基本的に同じような書き方にしてございます。  

 前段のところは比較における制約があるということを書かせていただき、「一方」というところ

から、例えばＢＷＲということで水質管理、水化学の関係で環境線量率を低減させてきたお話や、

あるいは下の方に「また」と書いてあるところから、改良型ＢＷＲ、いわゆるＡＢＷＲにおいては

設計の高度化によってインターナルポンプを採用することで、これまでＢＷＲにあった再循環ポン
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プや再循環系配管がなくなることで、これが被ばく低減につながっているということもここに書か

せていただいております。  

 10 ページの「②作業時間と作業人数」のところでございます。こちらにつきましても、ここに表

記していることの内容は前回と基本的に同じでございます。ＢＷＲとＰＷＲそれぞれにおきまして、

ちょうどグラフとしては 11 ページの上の方にある２つのグラフでございますけれども、それぞれ

定期検査期間における停止日数とそのときの集団線量をプロットしたものでございます。それぞれ

についての相関関係の程度や内容について述べさせていただいています。  

 10 ページの最後のパラグラフ「しかしながら」のところですけれども、国別のおおむねの傾向は

つかめるとしても、このデータをもっての比較はなかなか難しいということで、我が国のプラント

のデータを基に要因分析を進めると記述してございます。  

 11 ページ「イ．プラント運転開始時期と集団線量」ということで、これは我が国のプラントにつ

きまして、運転開始の時期でカテゴライズした上で、集団線量あるいは停止日数はどんな関係があ

るかということを比較いたしました。  

 グラフは 12 ページにございます。上がＢＷＲ、下がＰＷＲで、文章にも記載してございますけ

れども、比較をしやすくするためにいわゆる改良工事は入れずに通常工事による集団線量をプロッ

トしてございますが、ＢＷＲについてはおおむね新しい年代に建設されたものほど線量が低い傾向

があって、ＰＷＲは必ずしも年代によっての違いはここでは見られないということを書いてござい

ます。  

 12 ページの下の文章で「さらに」というところでございますが、こちらにつきましては補足的に

我が国、米国、フランスのプラントについて運転開始年代別の比較をしたというグラフでございま

す。この辺りの内容やグラフも前回と基本的に同じでございますけれども、アメリカにつきまして

はＢＷＲ、運転開始年代によっての線量の違いはあまり見られない。ＰＷＲの方もほぼ同じような

ことが言えるということで、いずれにしても外国の場合には改良工事のことまで今のデータからは

わからないので、我が国の傾向はおおむね把握することができたと結んでおります。  

 13 ページでございます。こちらは「ウ．原子炉格納容器タイプと集団線量（国内ＢＷＲ）」につ

いての分析でございます。こちらも我が国の事業者から提供されたデータを用いまして通常工事分

のみで比較したところ、14 ページにございます図 13 のグラフのとおりとなりました。これも格納

容器のタイプが従来型のマークⅠ、マークⅡからその改良型、あるいは更に新しいタイプになるに

つれて全体に集団線量が小さくなっているという傾向が見受けられますので、14 ページの上から５

～６行目辺りにございますけれども、一概に結論づけはできないものの、集団線量の高いプラント

は従来型のものが多く、狭い作業スペースなどが集団線量の高い要因の１つとして考えられるとし

てございます。  

 その下に参考として、改良型における被ばく低減あるいは作業性について説明をしてございます。 

 15 ページは「エ．放射線業務従事者数」でございます。こちらにつきましても、基本的な流れは

前回と変わってございません。放射線業務従事者の数ということで表を付けてございますが、必ず

しも日本と外国で同じ対象の数字になっているかどうかということでの違いがあるということを
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書かせていただいてございます。  

 15 ページの下の「また」以降のところでは、線量の区分のお話で、説明の表あるいはグラフは

16 ページでございます。表でごらんいただきますと、米国もそうですけれども、日本の場合は下の

20mSv までという区分に分布があるということ、5mSv よりも小さい 2.5mSv までといった区分に

対してのデータがないということで、こういったところのデータの把握も重要だということを書か

せていただいてございます。  

 16 ページの「オ．まとめ」のところでございますが、こちらにつきましても、データの制約もあ

りますが、我が国のプラントにおける一定の傾向について把握ができたのではないかと書かせてい

ただいております。要は従事者数や被ばく線量分布につきまして、諸外国との比較において大きな

差異は認められなかったということでございますが、海外の状況を十分にわかっていることではご

ざいませんので、課題もまだあると結んでございます。  

 16 ページの下は「③作業の種類」ということで「ア．蒸気発生器取替工事における集団線量」で

ございます。こちらの書きぶりも基本的に前回と大きく変えているところはございません。アのと

ころにつきましては、蒸気発生器１ループ取り替え当たりの集団線量を比較しまして、そのグラフ

は 17 ページの上にございますけれども、赤の棒グラフが日本のプラントでございますが、こうい

った諸外国と比較したときの分布でございますので、日本の場合の集団線量が諸外国に比べて突出

して大きいものではないということがわかったということでございます。  

 17 ページの下のグラフは、取替工事の実施年が新しくなればなるほど、比較すると線量が下がっ

ていく傾向がある。若干例外もあったりしますが、そういった傾向があるということで、これは学

習効果の表れと考えられると書かせていただいてございます。  

 18 ページでございます。今度は「イ．工事種類別の集団線量（国内）」ということで、ここの内

容につきましても、基本的に前回のときと大きな変更はございません。通常工事と改良工事に分け

て、それぞれＰＷＲ、ＢＷＲの傾向をここで書いてございます。そして、それぞれの時期にどうい

った改良工事があったかということも書いてございます。  

 「なお」にございますように、改良工事については、現在想定されていない工事について言及す

ることは困難ですけれども、現在計画されているものは将来減尐すると見込まれており、今後の改

良工事の動向は集団線量の推移に大きく影響する一因と考えられるとしてございます。  

 「ウ．まとめ」でございますけれども、こちらにつきましても、先ほど申し上げたように日本の

場合は改良工事に大きく注意を払う必要があるということ、先ほど蒸気発生器取替工事でございま

したけれども、各国とも学習効果による集団線量低減が見受けられたということでございます。  

 「また」以降のところは、御指摘をいただいて書いているところでございますけれども、我が国

では予防保全の観点から実施する工事であっても、諸外国では余り実施されない例もあるというこ

とで、比較する際にはもしこういった考え方が異なっているとすれば、そういったことも踏まえた

上で比較する必要があるとしてございます。この場合、考え方がどのように違っているか、あるい

は違っていないかということについては、必要に応じて確認をしていくのがよいのではないかと思

っております。  
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 19 ページの「（４）運転サイクル」でございます。前回は「（４）運転サイクル」の１つ目の段落

に相当するところを中心に書いてございました。要は運転サイクルがＩＳＯＥのデータから導かれ

る集団線量の計算式との関係で、運転サイクルが長くなると集団線量が低くなる。一方で環境線量

率がどうなるかということに注意する必要があるというものでございますけれども、運転サイクル

が延びた場合の環境線量率の被ばく線源の挙動につきましては、仮に被ばく線源の増加が見込まれ

るとしても、原子炉の炉水中への亜鉛注入や化学薬品を用いた系統の除染などの対策を総合的に組

み合わせることによって、その増加を抑制することが可能でございますので、ここの場合にはそう

いった対応を打つことによって集団線量の低減に寄与することが十分に考えられるということで、

こういう書きぶりをさせていただいてございます。  

 20 ページでございます。「Ⅲ．事業者における被ばく低減に対する取組」ということで「１．事

業者の取組と保安規定」でございます。ここのところの内容は基本的に変えてございません。基本

方針の内容でございますが、前回この中の抜粋という形でもう尐し簡素なものをここに記載してご

ざいましたが、そのままだと誤解を招くこともあるのではないかという御指摘をいただきまして、

ここは関連するところをそのまま引用してございます。前は合理的に達成可能な限り低い水準に保

つとして区切っていたんですけれども、もともとの文章はその先にこのような記述がございますの

で、その引用を適切にしたというものでございます。  

 それ以降は事業者の取組みということで書いてございます。この辺りの内容も基本的な構成など

を大きく変えているところはございません。表現ぶりで幾つかわかりやすくするということで、例

えば 20 ページの下から６行目のところで「①放射線源の生成抑制は、給水中鉄濃度の制御運転」

と書いてございます。前は「給水鉄」という表現になっておりましたがそういった表現を今回見直

してございます。  

 21 ページの「（２）作業場所での作業時間低減（効率化の）取組」も同様に若干文言の整理はし

てございますけれども、基本的なところは同じでございます。  

 22 ページでございます。図 18 が前は非常にぼやけて見にくかったです。まだ改良の余地がある

かもしれませんけれども、尐し見やすくしたというところがございます。  

 「（３）作業の実施量（点検頻度）低減の取組」です。こちらにつきましては、23 ページの上の

図 19、前は図 19 の右側に注釈的なコメントが付いていたところでございますけれども、そのまま

だとわかりにくい書きぶりということもございまして、22 ページの下でございますが、脚注の６で

書いてございます。  

 どういうことかと申しますと、22 ページの（３）の本文の一番下から２行目から３行目にかけて

ですけれども、ＰＷＲでは蒸気発生器の構成材料を変更することにより、点検頻度の要求が緩和さ

れた事例があり、その結果、集団線量の低減を達成したということでございまして、点検頻度の要

求が緩和された例として下の脚注を書いてございます。  

 これはどういうことかと申しますと、従来は定期検査ごとに蒸気発生器伝熱管全数の健全性確認

をしてございましたが、これに対して蒸気発生器伝熱管の材料の耐腐食性を向上させたインコネル

690 という材料を使った場合には、１回の定期検査において蒸気発生器伝熱管の半分、２分の１に
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ついて検査を行うことで、作業量がここで緩和されたということがございますので、そういうこと

を書くようにいたしました。  

 23 ページのところは、基本的に大きく変えてはございません。以前は表４が唐突に出てきている

という御指摘もございまして、その関連性も本文の中に書くようにいたしてございます。  

 24 ページでございます。「３．事業者における被ばく低減に対する今後の取組」ということでし

て、こちらの方も大きな構成、内容は変えてございません。  

 「（１）水化学分野における取組」で、日本原子力学会の水化学部会ロードマップに記載されて

ございますもので、図 20 の中にございますが、平成 28 年度末を目途に高度化を図り、20 年度の

線量の 30％を低減するという目標を掲げてＰＤＣＡを回していかれるという御紹介がございまし

たので、そこについてはきちんと書かせていただいてございます。  

 25 ページの「（２）事業者内での一体となった取組（ＰＤＣＡ・ベンチマーク・保全計画活用）」

ということで、ここの記述も基本的に変えてございません。  

 25 ページの真ん中辺りの「また」のところでございますが、ここも基本的には大きく変えてござ

いません。  

 26 ページでございます。「Ⅳ．今後の対応について」でございます。こちらは最初に構成のとこ

ろで申し上げましたように、以前はまとめのところで「放射線防護の最適化について」という内容

を書いてございましたけれども、今回は「１．被ばく低減のための取組みについて」と、27 ページ

の真ん中上ぐらいにございます「２．放射線防護の最適化に向けた取組について」という２本立て

にしてございます。  

 「１．被ばく低減のための取組について」は「（１）集団線量を構成する３つの因子について」

ということで、これも前回総括のところに書いてあった中身を基本的にはこちらに移してございま

す。３つの因子の一つひとつについてはこの後①②③で書くようにいたしますが、共通することと

して、我が国のプラントには集団線量の極めて低いプラントもあることから、プラントごとの構造、

材料、水化学、放射線管理などを考慮した対策が重要だということ。したがって、個々のプラント

における集団線量低減努力が重要であることは言うまでもないが、同じ努力ですべてのプラントが

一様に低減できるものではないため、個々のプラントの保守管理全体に着目しつつ、それぞれの特

徴に応じた対応策が求められるとしてございます。  

 それ以降の「①環境線量率」につきましては、新技術の導入や良好事例の取り入れといったこと

を挙げさせていただいています。  

 「②作業時間と作業人数」のところも被ばくの正当化のことを記述した上で合理的な作業内容、

作業時間、作業人数にするということで、線量の低減が期待されるということで、その際には新技

術や良好事例という、先ほどの①の環境線量率で記載したことも重要になってくると書いてござい

ます。  

 「③作業の種類」でございます。こちらは前の分析のところにもございましたように、改良工事

に注意を払う必要があるということ、学習効果ということがございましたので、作業の改善努力は

我が国においても引き続き精力的に行われるべきで、情報の共有や情報交換も重要になるとしてご
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ざいます。  

 「（２）科学的合理的な安全確保策と被ばく低減」という段落を起こさせていただいてございま

す。こうした科学的合理的な安全確保策に関する記述が前の報告書の案のときには何か所かに散ら

ばってございましたので、それをこちらになるべく寄せるようにしたものでございます。その関係

でまず最初に安全確保というのが大事であって、そのために必要不可欠な作業が出てくる。その上

でどう低減させるかということを考えていくということで、これは委員会での御審議の中でも原子

炉施設の安全確保を考えた上での被ばく低減策という御指摘を何人かの委員の方からいただきま

したので、そのことを改めてここに書かせていただいてございます。その上で、安全確保のために

必要不可欠な作業は科学的知見に基づき決められるべきであり、新たな知見の導入などによって作

業の選択がより合理的に行われることが重要と総論的に書かせていただいてございます。  

 27 ページの３行目からのパラグラフは、いわゆる新検査制度の導入を念頭に置いての記述でござ

いますが、設備の経時変化を考慮した的確な点検頻度へ見直すことによって、結果として機器の保

全に係る点検・作業が効率化され、被ばく線量の低減つながることもあり得ると考えられるという

ことを書いてございます。  

 「また」以下のところは、前は放射線防護の最適化という章に入っていたところでございますけ

れども、リスク情報の活用ということで、リスク情報の活用についての説明も用語集の方に書かせ

ていただいてございます。これも科学的な評価、取組ということで、そういったことをやっていく

ことも重要ということで、ここにそれを記述してございます。  

 「２．放射線防護の最適化に向けた取組について」でございます。前にお示しした資料のときに

はここの最初にＩＣＲＰが登場して、ちょっと唐突感がありますという御指摘もいただきました。

その関係で前の文章からつながりも考え、実際に国際機関などでどんなふうに扱われているかとい

うことも見渡しまして、ここで書かせていただいていますのは安全確保が大前提だというお話を繰

り返させていただいた上で、国際原子力機関が原子力安全のために基準を定めておりますけれども、

その最上位文章の中に基本安全原則というものがございまして、ここで安全確保に関する 10 の原

則というものを示してございます。この中の１つに放射線防護の最適化というものが入ってござい

ますので、そのことを御紹介してございます。そして、放射線防護の最適化はＩＣＲＰの防護の３

原則の１つだということで、1977 年勧告以降の動きにつきましては、前回お示ししたものと基本

的に同じでございます。  

 その後に「特に、我が国については」ということで、ここの４行分を挿入させていただきました。

これはＩＣＲＰの勧告を踏まえての活動もございますけれども、我が国の場合はその前から被ばく

低減に向けての取組みが進んでいたという御意見が委員会の中でもございましたので、そのことに

ついての記載をここにさせていただいてございます。  

 27 ページの真ん中辺りの「ＩＣＲＰは放射線による被ばくの影響にはしきい値がない」云々とい

うところ以降は、基本的に今までと同じ書きぶりでございます。要は防護の最適化の重要性あるい

は防護の最適化は手段の１つで、集団線量は最適化のパラメータの１つであるというお話、防護の

最適化を進めるというのはＰＤＣＡを継続して回していくこと、あるいは最適化の前提として行為
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の正当化が重要であって、それはその前に科学的合理的な安全確保のところでも触れましたけれど

も、安全確保の観点から真に必要な作業について作業を実施すべきだということを書いてございま

す。  

 それから、委員会でも御指摘がございました費用便益分析ということだけでやるものではなくて、

多面的な方法での検討、多くの要因を考慮した検討が重要だということを書いてございます。  

 そうした議論をまとめた形で書かせていただいてございますのが 28 ページの最初の段落で、こ

ういった考え方を踏まえますと、我が国の原子炉１基当たりの集団線量が低減すべき水準にあるか

どうかということよりも、それぞれの施設において最適化に向けた努力を精力的に継続すること、

ＰＤＣＡを着実に進めることが重要で、そのための方策が求められると結んでございます。  

 「（２）放射線防護の最適化と規制」ということで、こちらも前回と基本的な内容は変えてござ

いません。一言で申し上げますと、集団線量について数値基準を用いた規制を適用することは適切

ではないということでございます。前の 17 日の委員会のときにはこの後に括弧書きで個人の線量

限度については規制をしているということを書いてございました。今回は下の脚注９にその旨を書

かせていただいてございます。  

 「（３）事業者に期待される取組」でございます。こちらの方も基本的に前回と変わってござい

ません。  

 ２つ目の段落のところで「経営者はもちろんのこと、放射線管理部門や保全作業実施部門のみな

らず、協力会社を含め、その意識の共有や取組の連携をより一層高める」といお話など、基本的に

は前回と同じでございます。  

 次の「また」以降の段落は、学会や国際会議あるいは諸外国の事業者との協力関係を活用した情

報の収集やそういったことの共有について触れてございます。  

 「さらに」のところでは、教育訓練の重要性を書いてございます。  

 29 ページの最初のところにつきましては、放射線業務従事者に関する配慮ということで、これも

前回と同じでございますけれども、教育やカウンセリングを通じてＰＤＣＡを回して進めていくこ

との意義だとか、あるいは低い線量の被ばくに対する健康上のリスクなどの理解の促進に努めるこ

とが重要としてございます。  

 「（４）国に期待される取組」でございます。ここでも基本的な内容は前と変えてございません。  

 最初の段落のところは若干書きぶりが変わってございますけれども、安全文化の重要性を書いて

ございます。  

 ２つ目のパラグラフのところで、安全文化の下で事業者が放射線防護の最適化を進めていくとい

うことについて、国が事業者との対話に取り組むことが大事で、そうした対話が進むことで最適化

のプロセスのさらなる成功が期待されるということで書いてございます。  

 ３つ目のパラグラフのなお書きのところは、前の方にも出てまいりましたけれども、放射線業務

従事者の被ばく線量を詳細に把握するための区分をより低い線量の領域でも設けて収集すべきと

いう御指摘とＩＳＯＥデータの統一性向上についての検討ということでの御指摘をここに書かせ

ていただいてございます。  
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 「（５）国民理解の醸成に向けた関係者の取組」でございます。こちらも中身は前回と全くに近

いぐらい変えてございません。前回いろいろ御議論、御意見をいただきまして、そのままの書きぶ

りをさせていただいてございます。  

 １点だけ加えさせていただいているのが、下から２行目のところで「国、事業者、労働者、地元

自治体や住民等を含めたコミュニケーション」ということで、前は「労働者」というワードが入っ

てございませんけれども、これも御意見をいただきまして、ここに入れさせていただいてございま

す。  

 「Ⅴ．おわりに」でございます。「Ⅴ．おわりに」も本文の修正内容を反映させた修正はしてご

ざいますけれども、基本的に前と変わってございません。  

 最後の４つ目のパラグラフのところで、引き続き小委員会としてのこういった活動は継続的に実

施していくこととするということで結びとさせていただいてございます。  

 その後ろに「用語集」を付けてございます。これは前回間に合わなくて付いていなかったんです

けれども、幾つかの用語についての用語集を加えさせていただきました。  

 長くなりましたが、以上でございます。  

○石榑委員長 どうもありがとうございました。  

 それでは、ただいま御説明いただきました報告書（案）の修正内容及び修正された報告書（案）

について御意見をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。何かございませんでしょうか。 

 どうぞ。  

○飯田委員 ９ページの「イ．運転サイクルと環境線量率」のところですけれども、２つ目の段落

の文章が前とは違っているんですが、この文章の位置づけがわかりにくかったものですからコメン

トしたんですけれども、これは段落を設けないで、前の文章につないだ方がわかりやすいのではな

いかと思います。前の文を説明するためにこの１文が付いているように思います。「これについて

は、燃料の高燃焼度化に伴い燃料に付着する放射性コバルトが増加するという報告がなされてい

る」という文です。  

○生越技術基盤課長 その前の段落の「可能性もある」と終わっているところに続けてということ

でございますか。  

○飯田委員 続けた方がわかりやすい説明になると思います。  

○石榑委員長 「可能性もある。これについては」とつながった方がいいですね。２行だけ独立し

ているよりもつないでいただいた方がいいと思います。  

○生越技術基盤課長 わかりました。  

○飯田委員 もう一点よろしいですか。  

○石榑委員長 どうぞ。  

○飯田委員 23 ページの図 19 です。前は横に文章が入っていたのですが、平均の点線がずれてい

るのではないかと思います。前の図よりは位置がずれたようなところに線が引いてあります。前は

もう尐し、特に右側は１よりちょっと上のところに線が引いてあったと思います。  

○石榑委員長 黒の点線の位置ですね。  
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○生越技術基盤課長 わかりました。多分点線をパワーポイントに入れるときにちょっとずれてし

まったのではないかと思うので、そこは微修正するようにいたします。  

○石榑委員長 数値に合うようにしてくださいね。  

 ほかに何かございますか。どうぞ。  

○久松委員 ＩＳＯＥデータの線量の引用の件ですけれども、16 ページの表３に入っているデータ

が国内の場合は５mSv 以下で全部切られております。集団線量を計算するときには５mSv 以下と

いうのはどういう数値で積和が求められたのかがわかりません。このまま読みますと、日本の場合

５mSv 以下は例えば５ミリにして全部計算してしまったから、結果として集団線量が高くなったと

読まれてしまうのですけれども、実態としてはどうだったのでしょうか。  

○林田放射線・水化学Ｇ長 ＩＳＯＥデータで集団線量を計算するときには、ここにあります線量

分布の区分されたデータから算出するのではなくて、もともとの個人線量のトータルがありまして、

そこから算出しておりますので、この区分の区切り方には影響されません。  

○久松委員 そうであれば、ここで脚注か何かを入れて、そういうことだということを説明してい

ただいた方が誤解がないと思います。  

○生越技術基盤課長 わかりました。脚注で説明するようにいたします。  

○久松委員 もう一点よろしいでしょうか。  

○石榑委員長 どうぞ。  

○久松委員 私は素人でして、22 ページの図 18 はどうやって読んでいいのか非常にわかりにくい。

説明が全くございません。いろいろ用語集を入れていただいて、難しいタームはみんな説明してい

ただいたのですが、尐なくともその用語集だけではこの表は読み取れないということになっており

まして、ちょっと悩ましいと思っております。  

○石榑委員長 21 ページに（図 18）と書いてあるんですが、これは一般的なことを言っているだ

けで、この図の内容については何も触れてないですね。その上のところに書いてあるんですか。  

○生越技術基盤課長 その上で「その工事の回数を重ねるごとに、その低減対策の良いところを次

の工事に反映していくといったＰＤＣＡの確実な実施」という文章であって、例えば図 18 でいく

と３号機、２号機、５号機、１号機と反映させていくというイメージではあるのですけれども、確

かに久松委員がおっしゃることは、個々の中身がどのように反映していっているのかがわかりにく

いという御指摘ではないかと思います。  

 ただ、一方で順番にやっていく際にいいものを引き続きやる、新しいものを取り入れていくとい

うことは見てとろうと思えば見てとれるところもございますので、例えば脚注などでどこか１か所

の例を示して、３号機でやったものについては次の２号機でも採用し、さらに２号機でやったもの

が功を奏したので次の５号機にも採用しているといった例を脚注に書くということでよろしいで

すか。  

○石榑委員長 これは色分けをしていますね。黄色とかブルーとかグリーンなどは、それなりの意

味があるのですね。わざわざ色分けしていることについて、どこかに書いてありますか。前の図と

は関係ないのですね。  
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○黒田放射線管理Ｇチーフマネージャー 関電の黒田です。  

 ＢＷＲ事業者ではないのですが、この図の見方は先ほどおっしゃいましたとおり、３号、２号、

５号、１号と順番にやっていくにしたがいまして、例えば一番上の対策は化学除染といいますが、

放射性物質を除去するということですが、それに加えて２段目、別の箇所についての化学除染を追

加いたしましたとか、あるいは機械的除染という２つ目のグルーピングのところについてもベース

としまして、最初手がけた炉内機械洗浄を引き続き右側にやっていくことに加えまして、ドライヤ

ー洗浄という新たな対象に対しまして、同じような除染を追加するという形で徐々にレッスンラー

ンを加えていって、よい対策を充実していった。  

 更には同じ右側の方に継続したものにつきましても、例えば緑のところですと遠隔自動化の拡大

という形で同じ枠の中でも更に改良を加えていくということをしてございます。  

 その辺りはわかりにくいので、事業所側でも工夫したいと思います。  

○石榑委員長 色の違いは意味がないのですね。  

○生越技術基盤課長 色のついているところは新しく入れたもの、あるいは前と同じ項目だけれど

も、それを充実したものであったりとわかりやすくするために色をつけたということなので、そう

いう説明も併せてしておきます。  

○石榑委員長 シリーズの中で最初に導入したところ、一番の頭にはやっていないんですが、途中

から新たに入れたものは色を変えたという意味ですか。  

○生越技術基盤課長 あるいは同じ項目でも拡充したりしたものなどは、色を塗ってあります。  

○石榑委員長 この全部を詳細に説明するということではなくていいと思うのですが、例えばの例

示を、またこれは何を言いたい図であるのかということをここに書いていただいてもいいかもしれ

ないです。例えば除染で言うとそういうことですね。尐し追加の記述を入れていただくということ

にします。  

 そのほかに何かございますか。どうぞ。  

○東嶋委員 前回は読んでもわからなかったんですが、今回は非常にわかりやすく書いていただい

てやっと意見が言えるようになりました。ありがとうございました。  

 ２点ございます。  

 １点は、大体どのような状況になっているのかということと、それぞれの要因というのがわかっ

たのですけれども、10 ページのところに運転サイクル延長に伴う環境汚染量率への影響について今

後注視すべき云々とあります。そもそもこの調査をやったミッションというのは、集団線量率が高

いのではないかということでされたのだと思いますけれども、高いとすればそれがどうして高いの

か、その要因分析をして、低減できるならば低減対策をとるということですが、例えば今後日本の

原子力施設に起こり得る事柄としては、リスク情報を活用した点検による運転サイクルの延長とか

高経年化の対策とか、運転中の保全とかそういったことが起こってくるわけですね。そういったこ

とに伴って何か集団線量率に影響するようなことがあるのかどうかという視点も必要なのではな

いかと思って読んでいたのですが、運転サイクル延長については書いてあるのですが、そのほかの

ことはちょっと書いてなかったので、それは要因として関係ないのだろうか、入れるべきではない
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のだろうかとふと思ったので教えてください。  

 それと、15 ページは先ほど久松先生に御指摘いただいたので、私はこの間からずっと疑問に思っ

ていたので、それは解決したのですけれども、ということは 15 ページの表の下の記述を見ると、

諸外国はＩＳＯＥデータでは有意な線量は記録された人数を記載するとしているのに、日本は検出

限界未満の人も人数に含んでいるということですね。それで人数が多くなってしまっている。この

従事者数が大きくなっているということが集団線量を多くしている要因の１つになっているので

すかということが１つの質問です。  

 もう一つは、比較のためにはＩＳＯＥデータの統一性の向上が求められるとありますが、だった

ら日本も有意な線量が記録された人だけを報告すればいいのではないかと単純に思います。検出限

界未満の業務従事者数を報告しているということの理由は何でしょうか。  

○石榑委員長 どうぞ。  

○生越技術基盤課長 １つ目の運転サイクルの延長とか高経年化対策、あるいは運転中保全がどう

かということでの御質問につきましてですが、運転サイクル延長は、今、書かせていただいている

ようなところで、いろいろ注意しなければいけないところもありますけれども、そういう科学的な

被ばく低減対策も打っていけば、これは集団線量が減る方向に働くことも十分に考えられるという

のが１点でございます。  

 高経年化対策の方は、対策としてどういう手を打つかということによると思うのですけれども、

これまで比較的長く運転をしてきたプラントにつきましては、ＢＷＲについて申し上げますと、古

いものほど線量が高い、新しいものほど線量が低いという傾向が出ていますので、長く運転してい

くと、そういう傾向があるのではないかということは推察されます。ただ、一方で原子炉の中のい

ろんな系統の科学的な除染とか対策をどう打つかによってまた変わってくるところもございまし

て、一概にどうということは言えませんが、これまでのプラントの運転年数だけで見ると、新しい

ものの方が尐ないという傾向から類推されることがあると言えるかと思います。  

 あと、運転中保全のところは、まだどんなふうにやっていくことになるのかというところがよく

見えていないということと、これまでの海外のものはそこについての十分な調査やデータがなくて、

こちらでは触れることができなかったので、そちらは不十分だったということかもしれませんが、

御容赦いただければと思います。  

 ２つ目の 15 ページの放射線業務従事者数でございます。こちらはまさに東嶋委員がおっしゃっ

たように日本がちゃんとやればいいのではないかというところがあります。それは私どももそうす

るといいのではないかと思うところがございます。実は事業者の方がそれぞれデータを登録してご

ざいますので、政府の方で登録ということでは必ずしもないので、なかなかわかりかねるところが

ございますが、一方で私どもの方に報告として事業者から提出をされている線量の区分と非常に関

係していることも考えられますので、最終的にＩＳＯＥにどう登録していくかということはあるか

と思いますけれども、ＩＳＯＥの登録とは別で我々が法令に基づき報告を受ける方のところは区分

の見直しをしていきたいと思ってございます。  

 データの統一性の向上をＩＳＯＥに求めていくということで、確かにここのページで申し上げる
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と、まず日本がしっかりしましょうということだと思いますが、前の方でいろいろ記述をさせてい

ただいた個々のデータ比較におきまして、外国での統一性がどうなっているかはっきりしない点も

多々あったりするものでございますから、どんなふうにＩＳＯＥの方に提案をしていくかというこ

とについては検討が必要だと思ってございます。  

○東嶋委員 検出限界未満の放射線業務従事者数をきちんと計算に入れた方が集団線量をきちん

と把握できるのならその方がいいと思います。有意なというのが幾らかわからないので教えていた

だければありがたいのですが、有意な線量を記録した人数だけをかけ算に入れていく方が本当の集

団線量になるのか。それは専門家の方に伺いたいのですが、それはちゃんとした方がすればいいの

ではないかと思います。ごめんなさい。何かとんでもないことを言っていますか。  

○生越技術基盤課長 放射線業務従事者の数ということと集団線量というものと２つございます。

数の方はここにありますように、そろっていないところがある。集団線量の方は先ほどＪＮＥＳの

林田さんからも御説明がありましたように、この区分とは別で発電所ごとに集計をしてございます。 

○石榑委員長 特にございますか。どうぞ。  

○林田放射線・水化学Ｇ長 従事者数の入力が日本は全体が入っているということですけれども、

０～５というのは０も含めた数で国へ報告されておりますので、それがそのままＩＳＯＥの方にも

入力されていると推測しております。  

○東嶋委員 内容はよくわかりました。そうしますと、この報告書ですと、先ほど久松先生がおっ

しゃったこととやはり関係しますけれども、最初のかけ算のところに集団線量は何とかかんとか、

環境線量率かける作業人数と今の 15 ページの人数というのは違うというのは今わかりました。こ

れをこのまま読んでいると、この従事者数をかけているのではないかと思ってしまうので、先ほど

の細かい区分のことも含めて 15 ページの書きぶりは変えていただかないといけないと思います。  

 それと、ＩＳＯＥデータの統一性の向上という点もここに書くのではなくて、全体の話として書

けばいいのではないかと思います。  

 以上です。  

○生越技術基盤課長 先ほどの説明を書くお話と、ＩＳＯＥデータの統一性のお話は全体のところ

で書いた方が誤解を招きにくいという御指摘ですので、ここでの書きぶりは書かないようにして、

ほかのところでまとめて書くようにします。後ろの方でそういうものを書いているところがござい

ますので、そのように記述を改めるようにいたします。  

○石榑委員長 あとは、運転サイクルだけなぜここで取り上げられているのかという最初の御質問

でしたね。  

○東嶋委員 それだけなぜというよりは、これは取り上げられているけれども、ほかのものは取り

上げないですかということです。  

○石榑委員長 これは非常に初期のバージョンで、運転サイクルが長くなれば定期検査の数が平均

的に減るわけですから、それは基本的に集団線量を下げることになりますという記述があったんで

す。ですけれども、その場合は環境線量率が一定であるなら確かにそうなるのですけれども、必ず

しもそうなるかどうかというのはあまりはっきりしてなくて、ここでも述べておりますが、一方で
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はインベントリーのコバルトが増えるのではないかというデータもあるし、サイクルをいろいろ変

えて線量率を測定したというデータでいくと、確かに尐し減っているということはあるんですが、

データの数が非常に尐ないわけです。ですから、そういう意味でサイクルが延びれば定検の平均値

が減りますから、それで下がってきますと単純には言い切れないのではないかということから、こ

このところは取り上げられて、詳しく書かれたということです。  

 それ以外に、おっしゃっているように高経年化とかほかの将来の軽水炉の記述的な進展が具体的

に集団線量あるいは環境線量率といってもいいかもしれませんが、そういったことに影響を及ぼす

のではないかという危惧はある程度あります。私は水化学の立場ですけれども、それは持っていま

して、そういうことに対してはそこにもちょっと書いてありますが、除染ですとか亜鉛注入とか、

世界的にはそういったことを視野に入れて技術を適用していく、あるいはそれだけではありません

けれども、そういう技術が用意されていますから、それをいろいろ組み合わせて適用していって、

もし集団線量あるいは個人も含めて線量が増大することがある場合には、そういう対策を打ちまし

ょうということはされているのです。  

 ただ、それも確実に増えるかどうかというのはプラント例の数が増えてこないと。先ほどの運転

サイクルの場合と同じように１例では増える場合もあるけれども、必ずしもそうではない場合もあ

るとかはっきりしないところがあります。日本では限られていますけれども、今まで海外ではいろ

いろとデータが発表されております。そういう意味で、なかなかクリアーカットには書きにくいの

ですが、そういう問題があるかもしれないということはおっしゃっているとおり考えられることで

はあると思います。  

○東嶋委員 先生のおっしゃることはよくわかりました。基本的に私が申し上げたかったのは、何

でこの時期に現状を把握して低減化に向けての委員会をやるのかというと、勿論そのこと自体のミ

ッションもそうだけれども、運転中保全が始まるとか運転サイクルが延長されるとか、そういった

ことによって何らかの影響があるのか、ないのかまで見た方がいいのではないかと思っただけであ

りまして、今後そういった数が増えてくれば、それも拝見したいと思います。ありがとうございま

した。  

○石榑委員長 どうぞ。  

○黒木審議官 新検査制度で運転中保全もありますけれども、状態監視、点検自身がかなり自由度

を高くできるようにした。事業者にとって大きな自由度が与えられることになるのではないかとい

う予測がございます。きっちりと証明はできないのですけれども、諸外国、アメリカ、欧米と比べ

て、検査の物量が相当違うのではないかという感じは持っております。日本の場合、分解点検とか

検査の物量が多いのではないか。ただ、それが集団線量にどう影響してくるのか。検査をやること

によって、改善工事をやることによって線量を低くする方向にも動いている可能性があるので、分

析のところでは余り多くは書いていません。  

 しかし、いただいた報告書を見ると 26 ページから 27 ページに科学的合理的な安全規制というこ

とが書いてありまして、まず安全の確保が大前提ですということを書いた後で、27 ページの上から

３行目ですけれども「我が国の定期検査における通常工事については、設備の経時変化を考慮した
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的確な点検頻度へ見直すことによって、結果として機器の保全に係る点検・作業が効率化され、被

ばく線量の低下につながることもあり得ると考えられる」と書いてございます。これは機器の故障

が多くなって計画外停止みたいなことが起きては困りますが、そういうことがないという科学的合

理的な手順を踏みながら、点検頻度を下げるということを新検査制度で導入していますので、これ

がしっかりとなされると集団線量も低くなる可能性があります。個々は個々で追及していただきた

いという気持ちが文章になっていると考えています。  

○東嶋委員 私もその気持ちがこれになったと思ったのですけれども、一応言ってみました。あり

がとうございます。  

○石榑委員長 どうぞ。  

○石島委員 私も今ここに書いてある程度しか書けないのではないかと思って御指摘をしようか

と思ったのですが、その次のパラも基本的にリスク情報の活用云々ということで、結果的に運転中

の保全とかいろんなことをここに含ませて書かれていると思ったのです。  

 あと、１点だけ小さな話ですが、28 ページの下から４行目ぐらいの「各事業所」というのは「事

業者」ですね。前の方にもそうなっております。  

○石榑委員長 どうぞ。  

○生越技術基盤課長 確かに「事業者」でもよろしいですけれども、同じ事業者の中でも事業所に

よっていろいろと対応が違ったりします。  

○石島委員 必ずしも情報が横にいっていないということですね。  

○生越技術基盤課長 そういうことを含めて、こういう言葉にさせていただきました。  

○石島委員 前の方に結構同じような文章があって、そこはすべて「者」になっています。だから、

コメントをしました。  

○石榑委員長 ここは必ずしも横に情報が流れていないのではないかという意図ですね。これは前

のときにもそういう話が出ていたと思います。  

○生越技術基盤課長 そうすると「事業者間」あるいは「事業所間」と両方並べて書くのもありか

と思いますけれども、いかがでございましょうか。  

○石島委員 どこかに「事業所内外」という書きぶりもありましたが、そのほかは大体「事業者間」

と書かれています。  

○石榑委員長 一般的にいえば「事業者間」の方が情報の格差は大きいのですが、同じ事業所です

ら必ずしも情報がよく流れていないという御指摘なのかもしれません。今の「内外」というものも

１つの方法ですね。事業所だけの問題でもないので、ちょっとお考えいただきたいと思います。  

○生越技術基盤課長 おっしゃるとおりです。  

○根井審議官 事業所の中でもだめということです。  

○石榑委員長 それが書きたかったのです。事業所の中ですら情報の流れがないのです。  

○根井審議官 どこまで分解するかというだけの話です。  

○石榑委員長 確かにアメリカでよくなったと聞いた話しですが、要するに事業所の中でＥメール

を使っていろんな人がいろんなことを言い合う。そうすると、玉石混淆でいろんなことが出てくる
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のですが、それを見ている人でなかなかいい人がいて、これは取り上げる価値があるとか、これは

あまり大したことないのではないかということを選別することによって非常によくなったし、情報

の流れもよくなったという話を以前に聞きました。似たようなことを日本でもおやりになっている

ケースがあると聞いています。  

 どうぞ。  

○久松委員 26 ページの最初のパラグラフの「これまでの」云々というところですが、何が言いた

いのかいま一つよくわからないところがございまして、集団線量を構成する３つの因子について考

えられる主要な取組みには材料と水化学と放射線科学等を考慮した対策が重要ということになっ

ていて、因子の分析の話とプラント間のばらつきの話が一緒になっていて、最初に読みくだすのが

かなり難しかったです。  

 あとは「①環境線量率」のところも環境線量率については云々とありまして、これまでに事業者

において行われた各種対策によって被ばく低減につながっているので、新技術の導入とか良好事例

の取り入れをやると更に下がるということなのか、事業者間のばらつきを考えると今やっているこ

とをすべての事業者に展開すればもっと下がるだろうという話であるのか、これはちょっとわかり

にくいですけれども、さらなる環境線量率の低減や増加抑制が期待されると書くのがいいのか、全

体としての環境線量率の低減や増加抑制が期待されるのか、ここはどちらも言いたいんですか。  

 もう一点は、27 ページ目のリスク情報の活用の件ですけれども、これは専門外なので読んでいて

よくわからなかったのは、リスク情報というのは機器ごとにあるんでしょうか。プラント全体とし

てではなくて、機器ごとにないと活用して、それを基にして最適化ができないような気がします。

機器ごとにあるとすると、これは「機器ごとの」とか「点検項目別の」とかが入るべきだと思いま

す。「プラント全体の保守管理及び安全性の観点から」という言葉が入っているので、一読すると

わかりにくいです。  

 この３つでございます。  

○生越技術基盤課長 先に３つ目のリスク情報の活用のところですけれども、これも機器ごとのイ

メージです。要はそれぞれの機器がリスク情報と申しましょうか、確率論的安全評価の過程の中で、

それぞれの機器が重大な事故に影響があるのか。その影響が大きいか、小さいかで、大きいものほ

ど手厚く見る、ほとんど影響しないものは比較的手厚くなくてもいいのではないかということなの

で、おっしゃるとおり機器ごとなり点検項目なり内容ごとですので、そういった記述を加えるよう

にいたします。  

○石榑委員長 あと「①環境線量率」でどちらが言いたいのか。ここで言いたい４行の趣旨は何で

すか。  

○生越技術基盤課長 ここの低減というところはさらなる低減かもしれませんし、プラントによっ

てはそのままでは増加していってしまうかもしれないものを抑えることになるということで、増加

のさらなる抑制なのかもしれませんけれども、そういう思いで書かせていただいてございます。  

 絶対量としてどう働くかにつきましては、多分にプラントの情報とか、どういう技術だとか、良

好事例によるところもあるかと思いますので、ふわっとした書き方をさせていただいていますけれ
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ども、その辺りが逆に不明瞭にお感じになられたことかと思います。  

○石榑委員長 趣旨としては、それぞれのプラントがそのプラントの特徴を考慮して新技術の導入

とかあるいは保守管理における良好事例などを、みんな同じようにという話ではなくて、それぞれ

のプラントがそれぞれの特徴を考慮した上で、文章はともかくとしても、趣旨としては取り入れれ

ば更に下がる可能性もあるのではないですかという感じだと思ったのですが、そういうことなので

すね。  

○生越技術基盤課長 はい。  

○石榑委員長 そこがわかりにくいということですので、そこは尐し修正をしてください。  

○生越技術基盤課長 はい。  

○石榑委員長 ほかに何かございますか。  

○久松委員 最初のパラグラフの方もお願いします。  

○生越技術基盤課長 最初のパラグラフのところは、これまでの委員会で委員の方々からいただい

た御意見のところで、必ずしもこの３つの因子なりほかのことに分解できないものを総論的に書か

せていただいたものです。その意味で、３つの因子に共通することということでくくると、久松委

員が御指摘のように幾つかのものが錯綜しているように読めるということは確かにあると思いま

すので「共通することとしては」と書いてある後ろのところは、委員会の中でも御発言いただいた

御意見なので、この３つの因子との関わりをどう整理するかも含めて書き方を整理させていただけ

ればと思います。  

 基本的には先ほど委員長がおっしゃったように、特徴を踏まえて対応を打っていく必要があると

いうことと、そういうことをやる場合にもプラントの保守管理全体ということで、あるパーツ部分

だけでやっていくというよりは、全体の保守管理を見ていく。全体というのはあるプラントの全体

の保守管理ということでの御発言をいただいていますので、ここの書き方は尐し工夫をさせていた

だけたらと思います。  

○石榑委員長 今まで御指摘、御意見いただいたかなりの部分をどこかにうまく入れ込もうという

ことで書いていただいている感じですが、いろんな立場から御意見をいただいているものをこの中

へ取り込んでいきますと、通して読むと多尐食い違ったりする面があることは否めないと思います。 

○久松委員 多分対策の肝としては材料と水化学と放射線管理ということが１つあって、それとは

別にプラント間で非常にばらつきがあるから、そのばらつきを考慮してプラントに応じた対策をし

ないといけないという話がごっちゃになっているからわかりにくいので、２つに完全に分けてしま

えばよろしいかと思います。  

○生越技術基盤課長 ２つに分けて書くように工夫いたします。ありがとうございます。  

○石榑委員長 どうぞ。  

○飯田委員 細かいことですけれども、図 18 は２ページにわたっているので、１ページにまとめ

ていただいた方がわかりやすいと思います。前半の棒グラフです。  

 もう一点、細かいことですけれども、用語集をつくっていただいたのですが、是非「亜鉛注入」

を入れてほしい。「亜鉛注入」も重要な用語ではないかと思います。  
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○石榑委員長 「亜鉛注入」は入っていないのですか。  

○飯田委員 「亜鉛注入」の説明は入っていません。  

○生越技術基盤課長 わかりました。  

○石榑委員長 どうぞ。  

○久松委員 用語集をせっかくつくっていただいたので、用語集に入っている言葉が最初に出てき

たら、これは用語集に入っていますというものを入れていただきたいです。何が用語集に入ってい

るのかわからないので、見方がわからないんです。よろしくお願いします。  

○石榑委員長 本文を読むと、用語集にこれは出ている、これは出ていないということがわかるよ

うにという御指摘です。  

○久松委員 最初に＊でもつくっておいていただいて、＊は用語集にありますということを断わっ

ていただければいいと思います。  

○石榑委員長 どうぞ。  

○竹下委員 先ほどちょっと話題になっていた図 18 ですけれども、これは低減ではなくて対策の

強化ですね。集団線量の低減というタイトルになっていて、前のページの説明は集団線量の低減を

達成しているのは図 18 と言ってしまうと、こういう対策をしたから低減したということになりま

すね。  

○生越技術基盤課長 おっしゃるとおりです。先ほど飯田委員からの御指摘と関連しまして、21

ページにあるグラフと 22 ページのものはページが分かれているので、竹下委員御指摘のとおり、

図 18 の表題だけを見ると低減の例になっていないというのはそのとおりでございます。これはペ

ージの表記と合わせたいと思います。  

○竹下委員 文章的なことだけなので、よろしくお願いします。  

○生越技術基盤課長 わかりました。  

○石榑委員長 これは番号を変えると全部変わってしまう。  

○竹下委員 何か変なことを言いましたかね。  

○石榑委員長 これはぱっと見ると 21 ページのものがないように見えてしまうのでちょっと工夫

しないとね。  

 そろそろ予定の時間ですが、何かございますか。  

 そうしましたら、この報告書の取扱いですが、時間的な制約もありまして、今日はいっぱい御指

摘をいただいていますので、やや申し上げにくいですが、もしお許しいただけるのならば、今日い

ただいた御意見に基づいた修正案を事務局につくっていただいて、できればパブリック・コメント

にかけたい。これは透明性やいろんな意味がありますし、関心を持っておられる方もいらっしゃる

のではないかと思いますから、できればパブリック・コメントにかけたい。  

 そうだとすると、ややタイムリミット的な問題がございまして、基本的に修正内容についてお許

しいただければ、事務局と私で調整をさせていただいて、実際に修正案を皆さんにお送りすること

はできると思いますが、修正案をもう一度審議をしてということではなく、今日いただいた御意見

を取り込んだ形にして、できればパブリック・コメントにかけさせていただきたい。その前に一応
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念のためにお送りするということでよろしければ、そのようにさせていただきたいのですが、この

案についても今日もいただきましたけれども、前回も既に議論いただいておりまして、相当議論は

お願いしたと思いますが、今のような扱いにさせていただいてよろしいでしょうか。  

 修正点の数が非常に多くなるのですが、内容そのものというよりは表現の問題で、何が言いたい

のかがわかりにくいという御指摘で、言いたいことについては先ほどいろいろ御説明をいただいた

と思うので、それをなるべく反映するような形の表現に直したいということですが、今のように扱

わせていただいてよろしいでしょうか。  

（「異議なし」と声あり）  

○石榑委員長 どうもありがとうございました。  

 それでは、スケジュールのことを事務局からお願いします。  

○生越技術基盤課長 御議論いただきまして、ありがとうございました。  

 この報告書の案につきましては、いただいた御意見を踏まえまして、石榑委員長とも御相談しな

がら、できましたら 12 月の上旪ぐらいから約１か月間パブリック・コメントの募集をさせていた

だけたらと思ってございます。  

 それから、委員長からお話がございましたように、パブリック・コメントに付す報告書の案につ

きましては、委員の皆様にもお送りさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。  

○石榑委員長 最終的にはまたパブリック・コメントが終わった後で、もう一度それを受けて最終

的な修正もありますし、これまでの事例でいくと、必ずしもパブリック・コメントにない意見も後

から気がついて誤りがあったとか、「てにをは」がまずかったということで修正したような例もほ

かのところでございますので、できれば１月中ぐらいに何とかのこの案をまとめたい。そもそもス

タートしたときからそういうタイムリミットがございまして、そのためにかなり密度が高く、間隔

は比較的短くいろいろと御議論いただいたと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。  

 どうもありがとうございました。  

 それでは、次の議題にまいりたいと思いますが、次は「（２）原子力施設に係る平成 22 年度放射

線管理報告書等について」です。これは事務局から説明をお願いいたします。  

○生越技術基盤課長 それでは、資料２－１と資料２－２でございます。  

 資料２－１の方で「原子力施設に係る平成 22 年度上期放射線管理等報告について」でございま

す。こちらにつきましては、原子炉等規制法に基づきまして、各原子力事業者から報告のございま

した平成 22 年度上期の放射線管理報告について保安院でとりまとめたものでございます。  

 後ろの方にデータがございますけれども、１ページから順番に申し上げますと、まず１つ目が周

辺監視区域外における放射性物質濃度の３か月についての平均値及び最高値ということで、こちら

は原子炉施設、加工施設、再処理施設、廃棄物管理施設の周辺監視区域外で、放射性の気体廃棄物

による空気中の放射性物質の濃度限度、原子炉施設、加工施設、廃棄物管理施設の場合の液体廃棄

物の廃棄による水中の濃度限度は、３か月間の平均濃度が法令で定められてございます。事業者は
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これを下回るように管理するということが保安規定で定めてございまして、上期の報告ということ

でデータを受けてございます。これらの原子力施設におきまして、法令で定めた濃度限度を下回っ

ているということを確認いたしました。  

 ２つ目が再処理施設から海洋に放出された放射性物質の量です。これも３か月についての平均値

と最高値並びに合計値でございます。こちらにつきましても文章を書いてございますけれども、法

令の限度を下回っているということが確認されてございます。  

 廃棄物埋設施設の周辺監視区域外における地下水中の放射性物質濃度の３か月間についての平

均値、最高値でございます。こちらは２ページ目になりますけれども、こちらについても法令の限

度を下回るように保安規定で定めておりまして、上期の実績といたしまして、そのとおりになって

いるということが確認されてございます。  

 次が女子の放射線業務従事者の３か月間の線量でございます。こちらにつきましても、22 年度上

期女子の放射線業務従事者の実効線量ということで、すべての原子力施設におきまして法令で定め

る線量限度、各３か月間に５mSv でございますけれども、これを下回っているということが確認さ

れました。  

 最後のものが原子炉施設の運転時間と熱出力ということで、これは放射性物質の濃度や線量その

ものではございませんけれども、それぞれの原子力施設が上期の間におおむねどのような運転をし

てきたか。要は定格でずっと運転をしていたのか、あるいは検査などで止まっていたのかというこ

とがわかるということで、そのデータを付けさせていただいてございます。  

 そういうことで、上期の線量管理報告につきましては、基本的に問題ないということでございま

す。  

 データの方でございますけれども、細かい説明は割愛させていただきますが、前にこちらでこの

様式の御説明をさせていただいたときに、例えば３ページをごらんいただきますと、表の右、今「備

考」と書いてございますところが、以前はたしか「検出限界」といった記述になってございました。

これが測定装置の検出限界を指すのか、それとも違うものなのかということで、実際は測定装置で

はなくて、３ページで申しますと、表の下のところに備考欄で説明がございますが、それぞれの対

象におきまして、備考のところに書いてある数字がそれぞれございますので、以前のように一言で

検出限界とまとめるのではなくて、きちんと説明を書くということで、前回いただいた御指摘を踏

まえて修正させていだたいてございます。  

 続きまして、資料２－２でございます。こちらは「再処理施設に係る平成 22 年度第２四半期環

境放射線管理報告について」でございます。  

 こちらにつきましては、日本原子力研究開発機構の東海研究開発センターの核燃料サイクル工学

研究所の再処理施設、日本原燃株式会社の再処理施設それぞれにつきまして、第２四半期におきま

す海洋放出口周辺の海域の海水や海底の土、海産生物、漁具、その他のものについての放射性物質

の種類や濃度、表面の放射性物質の密度に関する測定値といったものの報告がございまして、結果

は後ろの２ページ目、３ページ目からずっとございますが、ポイントは平常の変動幅の比較をして

ございますが、その変動幅を超えたものは東海におきましても、日本原燃の再処理施設におきまし
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ても、ございませんでしたということで報告をさせていただければと思います。  

 以上でございます。  

○石榑委員長 どうもありがとうございました。  

 ただいまの御説明に対して、御質問、御意見ございますか。どうぞ。  

○久松委員 教えていただきたいのですが、３ページ目の備考欄は基本的には指針の測定下限濃度

なわけですね。よくわからないのは、最初の１号炉主排気監視設備希ガスという項目があって、数

値が並んでいて、そこの備考はマイナスになっているのですが、これはどういうふうに読むのでし

ょうか。  

○辻技術基盤課長補佐 お答え申し上げます。ここの書き方はあくまでＮＤという測定下限濃度未

満だったときに、どの程度の測定下限濃度未満だったのかということを示すために備考欄に書いて

ございます。それで、濃度が検出されたときには、３か月の平均濃度はこうでしたということでＮ

Ｄを書かないという整理の仕方をしてございます。書いてもよろしいのですが、同じ数字になりま

す。  

○石榑委員長 今のことは下の脚注の備考欄の説明に書いてあるのですか。  

○久松委員 備考欄の説明がたくさん書いてあるので、結局この備考欄に書いてあるのは何なのか

ということがよくわからないのです。  

○石榑委員長 数値が書いてあって、備考欄に書いてあることはどれがどれに対応しているのかと

いうことがわからないということですね。  

○久松委員 内容はわかります。  

○辻技術基盤課長補佐 それでは、備考欄の最初に、今、久松委員がおっしゃったようなことが端

的にわかるように１～２行入れたいと思います。  

○石榑委員長 ほかに何かございますか。  

 この報告の扱いは、安全委員会に報告するということですね。  

○生越技術基盤課長 はい。  

○石榑委員長 ほかにございませんか。よろしいでしょうか。  

 それでは、特にございませんようでしたら、今後の予定について事務局からよろしくお願いいた

します。  

○生越技術基盤課長 資料２－１と資料２－２につきましては、先ほど委員長からもお話がござい

ましたように、12 月初旪を目途にこれまで同様原子力安全委員会に報告をしてまいりたいと思いま

す。  

○石榑委員長 全体で何かございますか。どうぞ。  

○竹下委員 例えば資料２－２などを見ていると、それぞれ事業所によって書いてある項目、測定

対象というのが必ずしも一致していないように思うのですが、これはそれぞれの場所でこういう項

目を選んで、それは必要十分であるという裏づけがあるということなのでしょうか。  

○辻技術基盤課長補佐 お答えいたします。測定項目と内容については、原子力安全委員会の放射

線防護専門部会の中央モニタリング評価部会で議論されておりまして、そこで決まった内容を測定
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しております。その内容が保安規定の方にも反映されておりまして、保安規定に沿って測定した結

果を報告いただいていることでございます。  

○竹下委員 わかりました。どうもありがとうございました。  

○石榑委員長 ほかによろしいでしょうか。どうぞ。  

○久松委員 形式的なことで恐れ入りますが、ＮＤの説明が資料２－１にはあるのですが、資料２

－２にはＮＤのデータが全く載っていないんです。本当に形式的なことですけれど。  

○辻技術基盤課長補佐 資料２－２は一応各表の下にＮＤの説明がございます。  

○石榑委員長 書き方が違っているだけで、中身は同じことだと思います。  

○辻技術基盤課長補佐 資料２－１の方は気体放射性廃棄物と液体放射性廃棄物中の放射性物質

の濃度でございまして、資料２－２に関しては環境試料の試料中の放射性物質濃度なので、濃度と

いう意味では同じですが、若干違っていまして、報告自体もそれぞれ歴史といいますか、それまで

の流儀でやっていますので用語が違っており、実態も尐し違います。  

○石榑委員長 安全委員会の方は継続的に報告しておられるのでいいのかもしれませんが、今日な

どの資料としても当然公開されるわけです。ホームページに出るとかね。安全委員会にはそういう

御説明は必要ないかもしれないけれども、御専門の方が見られてもよくわからないということもあ

りますから、この小委員会が立ち上がったのを機会に、一気に全部できればそれにこしたことはな

いんですけれども、尐しずつわかりやすく書いていただく。それは安全委員会のためというよりは、

一般の方の御理解をいただく。そう書いてもなかなか御理解いただきにくいかもしれませんが、尐

しずつそういう努力をしていただくということでいかがでしょうか。昔からこういうことをやって

こられた方は一目見ると多分わかるのでしょうけれども、今回はメンバーの方が新しくなったので、

なかなかわかりにくいと思います。  

○古田放射線管理部長 資料２－２の測定下限値につきましては、安全委員会の中央評価部会には

定量下限値の一覧表というものを別途つくって付けて審議しております。そちらの方ではちゃんと

確認いただいております。  

○石榑委員長 こちらには付いていないんですね。これは非常にわかりにくいです。前回のときも

似たような御意見がいろいろあって、尐しは改善されたということだと思いますが、この際更に努

力をしていただくということでよろしいでしょうか。  

○久松委員 数値ですので、根拠などがそれぞれあると思います。そこのところを是非わかるよう

にしていただきたいと思います。  

○石榑委員長 ほかに何かございますか。  

 そうしますと、本日予定をいたしました議事は以上でございますが、特に何かございますか。  

 特にございませんようでしたら、予定の時間よりちょっと早いかもしれませんが、本日の委員会

はこれで閉会をさせていただきいと思います。  

 最後に事務局から連絡事項がありましたら、よろしくお願いいたします。  

○生越技術基盤課長 本日は御議論いただきまして、誠にありがとうございました。  

 次回の開催につきましては、先ほどございましたように、パブリック・コメントの募集をさせて
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いただきまして、その意見内容などを踏まえて、石榑委員長とも御相談させていただいた上で、追

って事務局から皆様に御相談させていただきいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○石榑委員長 それでは、長時間にわたり御議論いただきまして、大変ありがとうございました。

これをもちまして、本日は終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。  

 


